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令和元年度事務共通システム システム維持の契約に係る希望者募集要領 

 

 

標記の契約を希望する者は、下記に基づき応募してください。 

 

記 

 

 

１ 調達品等の概要 

  別添のとおり。 

２ 募集に応募できる者の資格及び条件 

応募できる者は、次に掲げる事項のすべてに該当する者とする。 

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定

に該当しない者であること。 

（２）応募及び契約締結時に有効な競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」

の関東・甲信越地域の競争参加資格を有する又は有する見込みがある者であること。 

（３）防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等

の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（４）前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であ

って、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約

を行おうとする者でないこと。 

（５）警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに

準ずる者として、国発注業務等から排除対象者として指定されている者でないこと。 

（６）仕様書で要求する役務内容を履行するための知識、技能及び経験を有し官側が実

施する障害等の処置に関する円滑な作業支援が実施できることを証明できる者で

あること。 

（７）第２補給処十条支処が定めた役務請負契約条項を適用して契約を締結することが

可能な者であること。 



（８）契約の履行に当たり必要となる法令、規定に基づく許認可等を有している者、又

は、契約締結までに必要な許認可を取得できる見込みの者（下請負者が有している

場合も含む。）であり、特許権、実用新案権、著作権等その他の知的財産に関し法

令により定められた権利及び技術的知識を使用可能なもので、かつ、法令上保護さ

れる第三者の権利を侵害することのないよう必要な措置を講じている者であるこ

と。 

（９）秘密を取り扱う場合には、秘密に関する文書、図面及び物件を保管できる設備を

有し、かつ、航空自衛隊の例規類に準じた秘密保全に関する自社規則の定めがある

とともに、秘密を取り扱う関係者については、秘密保全上支障のないことを確認し

た者を充てることができる者であること（特別防衛秘密を取り扱う場合も、同様と

する。）。 

（10）契約の履行に当たり保全すべき情報が存在する場合、知り得た保護情報の取扱い

を適切に管理できる者であること。 

（11）契約の履行に当たり官が保有する器材等の貸付を希望する場合は、その使用時期

及び保管等について、個々の貸付条件を承諾して適切に維持管理できる者であるこ

と。 

(12) 航空自衛隊第２補給処十条支処公示第２３号（平成２７年１１月１８日）に基づ

く必要な措置を講じていること。 

（13）業務従事者リスト、業務従事者に係る履歴資料及び非公知の情報の取扱いに関す

る資料（以下「業務従事者リスト等」という。）を提出しなければならない。なお、 

  応募者は、提出した資料に関し、説明、質問への回答、追加資料の提出及び分任支

出負担行為担当官との協議等に応じる義務を負うものとする。 

（14）入札及び契約手続に使用する言語は、日本語とし、使用する通貨は、日本国通貨

とする。 

３ 応募方法 

（１）提出書類 

応募する者（以下「応募者」という。）は、別紙様式１の「契約希望申請書」（以

下「申請書」という。）、次の項目を証明する資料及び別紙様式２の「業務従事者

リスト等の作成要領」に基づき業務従事者リスト等（以下「審査資料」という。）

を提出しなければならない。 

ア 競争参加資格に係る資格審査決定内容 

イ 第２項第６号、同項７号を証明するもの（別紙様式 1中別表参照） 

ウ 第２項第８号、同項９号及び同項第１０号のうち必要となる各号を証明するも

の。（別紙様式 1中別表参照） 

（２）審査資料の省略 

当該年度に再度応募する場合は、申請書にその旨を記載することにより（１）の

ア～ウの審査資料の提出を省略することができる。 

（３）提出部数 

申請書、審査資料（以下「提出資料」という。）は提出期限までに提出先に２部

を持参又は郵送（期限必着）するものとする。 

（４）提出期限 

令和元年８月２２日（木） 

（５）提出時間  



行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に規定する行政

機関の休日（以下「休日」という。）を除く、午前８時半から午後５時まで。ただ

し、正午から午後１時までの時間を除く。 

（６）提出先及び問合せ先 

〒114-8566 

東京都北区十条台１－５－７０ 

航空自衛隊第２補給処十条支処調達課契約班 03-3908-5121（内線 7647） 

４ 仕様書等の閲覧及び問合せ 

（１）個別仕様書の閲覧 

第３項第６号に同じ。 

（２）内容に関する問合せ 

〒114-8566 

東京都北区十条台１－５－７０ 

航空自衛隊補給本部通信電子部通信電子管理課調達室電源・共通器材班 

03-3908-5121（内線 6362） 

５ 提出資料の審査等 

（１） 応募者は、第２補給処十条支処又は補給本部の担当者から、提出資料について 

説明を求められた場合には説明しなければならない。また、追加資料等の提出を

求められた場合には、正当な理由がある場合を除き、必要な資料等を提出しなけ

ればならない。 

    応募者から提出された業務従事者リスト等について、情報保全に係る履行体制 

の実効性に対する法令上、契約上又は事実上の影響について懸念が存在しないこ 

とを確認し、懸念が存在すると認められる場合、応募者に対し、説明、質問へ 

の回答、追加資料の提出、修正、差し替え及びその他必要な事項を求める。 

なお、前記対応が完了しない場合は、必要な資料の提出を満足しなかったものと 

みなす。 

（２） 応募者は、第２補給処十条支処の担当者から契約受注体制等の調査のため、そ 

れぞれの事業所又は営業所等（以下「事業所等」という。）に係る調査の依頼が 

あった場合には、当該事業所等の立入りを含め、全ての調査に協力しなければな 

らない。 

（２） 審査は、本要領第２項に掲げる資格要件を満たしているか否かを提出資料及び 

追加資料等の確認により審査する。 

６ 審査結果の通知等 

審査の結果、応募資格及び応募条件を満たしている者については、指名候補者名簿

に登載するとともに、その旨を通知する。その他の者については、当該名簿に登載さ

れなかった理由を付して非登載通知を行う。 

なお、指名候補者名簿の有効期間は当該年度とする。 

７ 疑義の申立て 

（１）非登載の理由に不服のある者は、非登載理由等に係る書面を受け取ってから５日

（休日を含まない。）以内に、書面により分任支出負担行為担当官に対して疑義の

申立てを行うことができる。 

ア 提出時間 第３項第５号に同じ。 

イ 提出場所 第３項第６号に同じ。 



ウ その他 書面は、持参又は郵送(期限必着)するものとする。 

（２）分任支出負担行為担当官は、疑義の申立てをされたときには、前号の最終日の翌

日から起算して５日（休日を含まない。）以内に、疑義の申立てをした者に対して

書面により回答する。 

８ 再疑義の申立て 

（１） 前項第２号の内容に不服のある者は、非登載理由等に係る書面を受け取ってか 

ら７日（休日を含まない。）以内に、書面により分任支出負担行為担当官に対して

再疑義の申立てを行うことができる。 

ア 提出時間 第３項第５号に同じ。 

イ 提出場所 第３項第６号に同じ。 

ウ その他 書面は、持参又は郵送(期限必着)するものとする。 

（２）分任支出負担行為担当官は、再疑義の申立てをされたときには、前号の最終日の

翌日から起算して７日（休日を含まない。）以内に再疑義の申立てをした者に対し

て書面により回答する。 

９ 資料等の提出に当たっての留意事項 

（１）提出資料等の応募に当たっての官給品及び貸付品の貸与は行わない。 

（２）提出資料に虚偽の記載をした者は、当該品目の指名候補者名簿へ登載しない。ま

た、第２補給処十条支処における他の調達品に係る競争契約又は随意契約の相手方

としない場合がある。 

（３）第５項第１号又は第５項第２号に反した者は、当該品目の指名候補者名簿へ登載

しない。 

（４）提出資料の作成、提出及び説明に要する費用は、提出者の負担とする。 

（５）提出資料は返却しない。 

（６）提出資料は、提出者に無断で他の目的に使用しない。 

（７）提出期間を過ぎてからの提出資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、審

査の必要性から追加資料を求める場合は、この限りではない。 

（８）提出資料に自社以外のものがある場合は、事前に版権等の必要な諸手続を済ませ

ておくとともに、出所元を明らかにすること。 

10 応募者の義務及び制約事項 

（１）指名候補者名簿へ登載された者(以下「指名候補者名簿登載者」という。)には、

調達要求があった場合、指名候補者名簿登載者が複数の場合は指名競争の通知、単

独の場合は随意契約の通知を行う。ただし、義務違反があった場合又は不正な行為

が認められた場合は、指名候補者名簿から削除することがある。 

なお、指名候補者名簿へ登載されていても、著しい経営状況の悪化等により指名

競争に参加させることが適当と認められなくなった者及び随意契約の相手方とし

て適当と認められなくなった者は、指名競争及び随意契約の通知を行わない。 

（２）指名候補者名簿登載者で指名競争の通知を受けた場合には、第２補給処十条支処

入札及び契約心得（平成３０年第２補給処十条支処公示第３号）を熟知の上、必ず

入札に参加し、合理的な金額の入札書を提出しなければならない。 

（３）指名候補者名簿登載者で、契約することを希望しなくなった場合には、速やかに

指名候補者名簿からの抹消請求を行わなければならない。 

（４）応募者は、閲覧した仕様書等の内容で一般に公開されていない情報について、第

三者に開示、漏えいしてはならない。 



（５）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。た

だし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではな

い。 

11 その他の注意事項 

前項各号の義務に違反した応募者は、第２補給処十条支処における応募を一定期間 

制限する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類：１ 別表「調達予定品目表」 

２ 別紙様式１「契約希望申請書」 

３ 別紙様式２「業務従事者リスト等の作成要領」 



                                

別表 

 

調 達 予 定 品 目 表 

 

１ 調達予定品目 

番号 品目（件名） 

仕様書番号及び情

報セキュリティ指

定書番号 

数量・ 

単位 
履行期限 

実施 

場所 
提出期限 

１ 事務共通システ

ム システム維

持 

補本 

LPS-E996003-2 

補本調達第２８号 

１式 1.10.1 ～

2.9.30 

各地 1.8.22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式１ 

 

令和 年 月 日 

 

契約希望申請書 

 

分任支出負担行為担当官 

航空自衛隊第２補給処 

十条支処調達課長 ○○ ○○ 殿 

 

所 在 地 

会 社 名 

代表者名            印 

 

 

公示第 号（令和 年 月 日）の募集に関し、審査資料を添えて応募します。 

なお、同公示内容を承諾し、遵守事項等に違反しないことを誓約致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類：１ 別表「資格審査申請表」 

     ２ 審査資料一式 



 別紙様式２ 

 

業務従事者リスト等の作成要領 

 

業務従事者リスト等の作成要領は、次のとおり。 

ただし、必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。 

NO 提出書類 作成要領 

１ 業務従事者リスト 契約を履行する業務に従事する個人（下請会社を含む）（以下「業

務従事者」という。）の一覧表を作成する。 

２ 業務従事者に係る履
歴資料 

業務従事者に係る氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研

修実績その他の経歴、専門的知識その他の知見、資格、母語及び

外国語能力、国籍その他文化的背景、業績等（修業、従事、取得

等の時期及び期間を含む。）を記載する。 

３ 非公知の情報の取り

扱いに関する資料 

・社内規則 
契約を履行する一 環として相手方が収集、整理作成等した一

切の情報について、防衛省が保護を要さないと確認するまでは保

護すべき情報として取り扱うとともに、契約相手方の代表権を有

する者、役員（持分会社にあっては社員を含む。）及び管理職員

等であっても、当該契約に基づきその取扱いを認められた者以外

の者は、これに接してはならず、かつ、職務上の下級者等に対し

てその提供を要求してはならない旨を定める社内規則を作成し

提出する。なお、締約締結のときまでに施行予定であるときは、

当該施行期日が明記された発簡済みの未施行規則の写しを提出

するものとし、仕様書の要求に関わらない部分は、残余の部分か

ら当該部分が仕様書と無関係であると判別できる態様により、墨

塗り等の方法により消除することができるものとする。 

・親会社等の一覧及び契約相手方との資本又は契約関係図 
契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセン

サー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に

対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者（以下「親

会社等」という。）の一覧及び契約相手方との資本又は契約（名

称如何を問わない何らかの合意をいい、間接契約、三者間契約等

を含む。以下同じ。）関係図を作成し提出する。 

・契約相手方とその親会社等との関係を規定する契約を化体する
書面 
顧客との契約に基づき契約相手方以外の者に対する伝達又は

漏えいが禁じられた情報が報告、共有その他情報提供の対象とな

らないことが明記された契約相手方とその親会社等との関係を

規定する契約を化体する書面すべての写し（仕様書の要求に関わ

らない部分は、残余の部分から当該部分が仕様書と無関係である

と判別できる態様により、墨塗り等の方法により消除することが

できる。）を提出する。 

 



 


